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一覧で
理解！

相続預金手続き

必要書類＆注意点
ケース別

税理士法人 SBL 代表社員・税理士・行政書士・CFP®
会計事務所等での勤務を経て平成16年税理士事務所開設。企業支援と相続関連業務に強み。八木 正宣

す
︒
秘
密
証
書
は
自
筆
証
書
︑
公
正
証

書
と
並
ん
で
「
普
通
方
式
」
の
遺
言
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
︵
図
表
参
照
︶︒

　

秘
密
証
書
遺
言
は
︑
そ
の
遺
言
書
が

遺
言
者
本
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
で
き
︑
か
つ
遺
言
の
内
容
を
誰
に

も
明
ら
か
に
せ
ず
︑
秘
密
に
で
き
る
遺

言
書
の
形
式
で
す
︒
ま
た
秘
密
証
書
遺

言
は
︑
自
筆
証
書
遺
言
と
は
異
な
り
︑

パ
ソ
コ
ン
で
の
作
成
や
第
三
者
の
代
筆

も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒

　

作
成
手
順
は
︑
ま
ず
遺
言
者
が
遺
言

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
署
名
捺
印

し
︑
封
筒
に
入
れ
て
︑
遺
言
書
に
捺
印

し
た
も
の
と
同
じ
印
鑑
で
封
印
を
し
ま

す
︒
そ
の
う
え
で
︑
公
証
人
お
よ
び
証

人
２
名
に
そ
の
封
書
を
提
出
し
︑
自
分

の
遺
言
書
で
あ
る
こ
と
等
を
申
述
し
︑

公
証
人
が
そ
の
封
紙
上
に
︑
日
付
お
よ

び
遺
言
者
の
申
述
を
記
載
し
た
後
︑
遺

言
者
お
よ
び
証
人
２
名
と
と
も
に
封
紙

に
署
名
捺
印
を
し
て
作
成
し
ま
す
︒

　

ち
な
み
に
︑
秘
密
証
書
に
は
次
の
よ

う
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
︒

①
遺
言
書
の
有
効
性

　

公
証
人
は
︑
遺
言
書
の
内
容
を
確
認

で
き
ま
せ
ん
︒
遺
言
書
の
様
式
に
不
備

等
が
あ
り
無
効
と
な
る
リ
ス
ク
や
︑
遺

言
の
実
行
に
あ
た
り
相
続
人
間
で
紛
争

が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
︒

②
保
管
上
の
リ
ス
ク

　

遺
言
者
自
身
が
保
管
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
︑
遺
言
書
を
紛
失
し
た
り
︑
発

見
し
た
相
続
人
が
︑
自
分
に
不
利
な
内

容
が
書
い
て
あ
る
と
思
っ
た
と
き
な
ど

に
︑
破
棄
や
隠
匿
し
た
り
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

③
検
認
手
続
き
が
必
要

　

遺
言
書
の
発
見
者
が
︑
家
庭
裁
判
所

に
て
検
認
手
続
き
を
受
け
ま
す
︒

　

検
認
と
は
︑
相
続
人
に
遺
言
の
存
在

お
よ
び
そ
の
内
容
を
知
ら
せ
︑
遺
言
書

の
形
状
や
加
除
訂
正
や
署
名
の
状
態
な

ど
︑
検
認
の
日
現
在
に
お
け
る
遺
言
書

の
内
容
を
明
確
に
す
る
手
続
き
で
す
︒

検
認
済
証
明
書
が 

添
付
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る

　

そ
れ
で
は
︑
秘
密
証
書
遺
言
に
よ
る

相
続
手
続
き
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
︒

　

ま
ず
︑
遺
言
者
の
死
亡
の
事
実
を
被

相
続
人
の
戸
籍
謄
本
で
確
認
し
ま
す
︒

そ
の
う
え
で
︑
秘
密
証
書
遺
言
書
に
検

載
の
最
終
回
で
は
︑
秘
密
証
書

遺
言
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま

連

第12回の
　　ケース

「
秘
密
証
書
遺
言
」
が
あ
る
と
い
う
相
続
人
の
方
に

準
備
い
た
だ
く
書
類
と
注
意
点
は
？

●普通方式３類型の違い
遺言の
方式

自筆証書
公正証書 秘密証書

通常 保管制度

遺言の
作成

本人
※�財産目録は�
コピー等可

公証人
本人

※�代筆・�
PC作成可

秘密性 存在と内容を秘密
にできる

公証人・証
人に存在と
内容が知ら
れる

公証人・証人に
存在を知られる
が、内容を秘密
にできる

証人 不要 ２名 ２名
保管場所 本人 法務局 公証役場 本人
検認
手続き 必要 不要 不要 必要

最終回
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認
済
証
明
書
の
添
付
が
あ
る
か
確
認
し

ま
す
︒
秘
密
証
書
遺
言
か
ど
う
か
は
︑

検
認
済
証
明
書
に
添
付
さ
れ
た
封
筒
の

記
載
で
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
す
︒
検

認
済
証
明
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
︑
遺
言
書
を
家
庭
裁
判
所
に
提

出
し
て
︑
そ
の
検
認
を
受
け
ま
す
︒

　

次
に
遺
言
執
行
者
の
指
定
を
確
認
し

ま
す
︒
遺
言
執
行
者
に
は
︑
遺
言
書
の

内
容
に
基
づ
い
て
︑
遺
産
の
名
義
変
更

手
続
き
を
単
独
で
行
う
権
限
が
あ
り
ま

す
︒
遺
言
執
行
者
の
指
定
が
な
い
場
合

に
は
︑
相
続
届
な
ど
の
書
類
に
︑
相
続

預
金
の
取
得
者
で
あ
る
相
続
人
・
受
遺

者
全
員
の
署
名
捺
印
が
必
要
で
す
︒

　

続
い
て
自
店
に
あ
る
預
金
者
の
取
引

を
洗
い
出
し
︑
遺
言
書
の
内
容
と
照
合

し
ま
す
︒
遺
言
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
相
続
預
金
が
あ
れ
ば
︑
改
め
て
遺
産

分
割
協
議
書
の
作
成
を
依
頼
す
る
か
︑

相
続
届
に
よ
り
記
載
外
の
相
続
預
金
の

承
継
者
を
決
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り

ま
す
︒
な
お
︑
記
載
外
の
財
産
に
つ
い

て
の
承
継
者
が
定
め
て
あ
る
場
合
に

は
︑
そ
の
承
継
者
が
記
載
外
の
相
続
預

金
を
引
き
継
ぎ
ま
す
︒

図表　秘密証書遺言がある場合の必要書類など

①秘密証書遺言書
　□✓署名のみは本人の自筆で、本文や財産目録は代筆や PC 等での作成でも可
　□✓家庭裁判所の検認済み証明書「検認済証明書」が付いているか
　！秘密証書遺言は、封筒の記載に大きな特徴がある
②遺言者の戸籍謄本等
　□✓ 本籍地の市区町村役場で取得してもらう（戸籍全部事項証明書＝1通450円〜、

除籍謄本＝750円〜）
　！ 「被相続人の本籍地がわからない…」というお客様には、死亡時点での住所が属す

る自治体で本籍地入りの住民票を発行してもらい、その本籍地を参照してもらう
　□✓郵送で取得可能（発行手数料は、郵便局の定額小為替で支払う）
③相続届
　□✓原則として、その預金の相続人・受遺者に署名・実印を押印してもらう
　！ 遺言内容に偏りがあるなどの場合には、すべての相続人・受遺者の署名押印を求

める場合もある
　！預金残高欄は、トラブル防止のため金融機関側で記入する取扱いもある
④預金相続人の印鑑証明書
　□✓住所地の市区町村役場等にて取得してもらう（1通300円〜）
　□✓マイナンバーカードを用いてコンビニで発行できる自治体もある
　□✓発行後６ヵ月以内
　！「実印を作っていない…」というお客様には、役場で印鑑の登録をしてもらう
⑤相続預金の通帳・キャッシュカード、貸金庫の鍵など
　！貸金庫取引がある場合にはその鍵など、お客様の状況に応じて案内する

▼検認済証明書のサンプル
遺言書検認済証明書

事件の表示 令和３年（家）第９９号
遺言書検認　申立事件

検認の期日 令和３年１２月２４日
この遺言書は、上記期日に検認されたことを
証明する。

令和３年１２月２４日　　秋田家庭裁判所
裁判所書記官　東城　守夫

▼秘密証書遺言のサンプル
遺言書

　遺言者 近代太郎は、次のとおり遺言する。
１条　遺言者は、その所有する次の財産を長男一郎に相続させる。
　　一、北斗信用金庫　秋田駅前支店に所在する下記 預金
　　　　　普通預金　口座番号　４１１０４
　　　　　定期預金　口座番号　４１５８０

　～割愛～
3条　遺言者は、上記以外の一切の財産を妻花子に相続させる。
　　　　　　　　　平成２１年１１月１１日
　　　　　　　　　遺言者　近代　太郎　　　㊞

▼
秘
密
証
書
遺
言
の
封
筒
の
サ
ン
プ
ル

こ
れ
は
次
の
遺
言
者
に
よ
る
遺
言
書
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
︒

 

遺
言
者　

近
代　

太
郎
︵
秋
田
県
秋
田
市
中
通
９
丁
目
９
番
︶

　
　
　
　

平
成
21
年
11
月
11
日

　
　
　
　
　

公
証
人　

法
務　

蘭　
　

㊞

　
　
　
　
　

証
人　
　

現
代　

昭
明　

㊞

　
　
　
　
　

証
人　
　

後
野　

一
法　

㊞

　
　
　
　
　

遺
言
者　

近
代　

太
郎　

㊞


